
 
さいたま市水道局告示第５９号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項に規定する指定給水装置工事事業者とし

て、次のとおり指定したので、さいたま市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１３年さいたま

市水道部企業管理規程第４０号）第１１条第１号の規定により告示する。 

  令和８年５月１３日 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 
１ 指定年月日 
 ・ 令和８年４月３０日 

２ 指定の有効期間 

・ 令和８年４月３０日から令和１３年４月２９日まで 

３ 指定した事業者 
 ・ 次の表のとおり 

指定番号 名称 住所 代表者名 

第 1524 号 有限会社ＪＰ．ＣＯＮ

ＳＴＲＵＣＴＩＯＮ 
埼玉県さいたま市桜区大字神田６３５番地１

５ 
松岡 守 

第 1525 号 株式会社三和工業 埼玉県上尾市須ケ谷二丁目１４２番地２ 岩﨑 稔 

 


